
　

手
話
は
音
声
言
語
と
は
違
い
、

手
指
や
体
の
動
き
、
顔
の
表
情
を

用
い
て
視
覚
的
に
表
現
を
す
る
言

語
で
す
。

　

耳
が
聞
こ
え
る
人
は
、
主
に
言

葉
（
音
声
）
を
聞
き
、
言
葉
を
話

す
こ
と
で
考
え
を
伝
え
て
い
ま
す

が
、
ろ
う
者
（
聴
覚
障
害
者
）
は

手
話
を
見
て
理
解
し
、
手
話
で
考

え
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

耳
が
聞
こ
え
る
人
が
言
葉
を
使

っ
て
生
活
を
し
て
い
る
よ
う
に
、

ろ
う
者
が
手
話
を
使
っ
て
生
活
す

る
に
は
、
手
話
が
使
用
し
や
す
い

環
境
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
西
脇
市

で
は
、
手
話
が
言
語
の
一
つ
で
あ

る
こ
と
を
市
民
に
知
っ
て
も
ら
い
、

ま
た
、
手
話
が
使
い
や
す
い
環
境

を
整
備
す
る
た
め
、「
西
脇
市
手

話
言
語
条
例
」
の
制
定
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

ろ
う
者
の
方
も
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
ま
ち
を
つ
く
る
た
め
、
ご
意

見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

■
意
見
募
集
期
間

　

9
月
１
日（
木
）〜
30
日（
金
）

■
閲
覧
場
所

　

社
会
福
祉
課
、
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
（
市
役
所
2
階
）、
図
書
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
フ
ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク

※
手
話
に
よ
る
説
明
が
必
要
な
方

に
は
、
社
会
福
祉
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
手
話
通
訳
者
が

手
話
で
説
明
を
し
ま
す
（
連
絡

時
に
日
時
の
調
整
を
し
ま
す
）。

■
意
見
の
提
出
方
法

　

持
参
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
Ｅ

メ
ー
ル
で
社
会
福
祉
課
へ
。
題
名・

住
所
・
氏
名
（
ま
た
は
団
体
名
）・

連
絡
先
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
は
自
由
で
す
。

※
意
見
内
容
を
確
認
す
る
場
合
に

　

限
り
個
人
情
報
を
利
用
し
ま
す
。

■
意
見
の
提
出
先

　

〒
6
7
7‐8
5
1
1

　

西
脇
市
郷
瀬
町
6
0
5

　

福
祉
部
社
会
福
祉
課
あ
て

　

☎
22‐3
1
1
1

　
　

22‐6
0
3
7

　
　

syogai-fukushi@
city.

　

nishiw
aki.lg.jp

■
そ
の
他

・
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で
の

意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

・
提
出
意
見
に
対
す
る
個
別
の
回

答
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

・
意
見
の
反
映
結
果
な
ど
市
の
考

え
方
は
、
提
出
意
見
と
と
も

に
、
後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
ま
す
。

■
問
合
せ　

社
会
福
祉
課
障
害
福

祉
担
当
（
市
役
所
内
線
2
6
3
）

＜考えられる施策の例＞
①会議や講演会開催時に手話通
　訳者を配置する（必要に応じて）
②手話への理解を深めるためのパ
　ンフレットの配布
③市民や企業向けの手話講座等の実施に
　よる手話の普及
④手話通訳者養成のための講習会の実施
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地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
土

地
・
建
物
所
有
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
も
実
施
し
ま
し
た
。

　

計
画
に
は
、
空
き
家
等
の
資
源

を
利
用
し
た
安
全
・
安
心
な
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
を
目
標
に
、
①
危

険
空
き
家
の
除
却
、
②
空
き
家
等

の
利
活
用
、
③
空
き
家
等
の
適
正

な
管
理
、
④
今
後
増
や
さ
な
い
た

め
の
意
識
啓
発
等
を
盛
り
込
ん
で

い
ま
す
。

■
意
見
募
集
期
間

　

9
月
1
日（
木
）〜
30
日（
金
）

■
閲
覧
場
所

　

都
市
住
宅
課
、
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
（
市
役
所
2
階
）、
図
書
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

■
意
見
の
提
出
方
法

　

持
参
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

Ｅ
メ
ー
ル
で
都
市
住
宅
課
へ
。
題

名
・
住
所
・
氏
名
（
ま
た
は
団
体

名
）・
連
絡
先
を
明
記
し
て
く
だ

さ
い
。
様
式
は
自
由
で
す
。

※
意
見
内
容
を
確
認
す
る
場
合
に 

　

限
り
個
人
情
報
を
利
用
し
ま
す
。

■
意
見
の
提
出
先

　

〒
6
7
7‐8
5
1
1

　

西
脇
市
郷
瀬
町
６
０
５

　

都
市
整
備
部
都
市
住
宅
課
あ
て

　

☎
22‐3
1
1
1

　
　

22‐6
2
8
3

　
　

shiei-juutaku@
city.

　

nishiw
aki.lg.jp

■
そ
の
他

・
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で
の

意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

・
提
出
意
見
に
対
す
る
個
別
の
回

答
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

・
意
見
の
反
映
結
果
な
ど
市
の
考

え
方
は
、
提
出
意
見
と
と
も

に
、
後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
ま
す
。

■
問
合
せ　

都
市
住
宅
課
（
市
役

所
内
線
2
8
0
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
①

　

近
年
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
、

住
宅
の
老
朽
化
等
に
伴
い
、
空
き

家
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
空
き
家

は
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
な
い

と
、
防
災
、
衛
生
、
景
観
等
の
面

か
ら
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
市
で
は
「
空
家
等
対

策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
に
基
づ
い
て
、
空
家
等
対
策

協
議
会
を
設
置
し
、
空
家
等
対
策

計
画
を
策
定
し
て
生
活
環
境
の
保

全
を
図
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
案
の
作
成
に
際
し

て
、
市
内
全
域
の
空
き
家
等
の
現

西
脇
市
空
家
等
対
策
計
画（
案
）に
つ
い
て
ご
意
見
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
②

西
脇
市
手
話
言
語
条
例（
案
）に
つ
い
て
ご
意
見
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い

空家等対策の推進に
関する特別措置法

空家等に関する施策
を総合的かつ計画的
に実施するための基
本的な指針

住生活基本法

住生活基本計画
（全国計画）

兵庫県
住生活基本計画

西脇市総合計画・後期基本計画
（平成 25年３月策定）

西脇市空家等対策計画

〔法令／国・県の計画〕

〔西脇市の計画〕

西脇市
住生活基本計画

西脇市
都市計画マスタープラン

連携

連携 連携

◇申請方法
　支給対象となる可能性のある方には申請書類をお送りします。必要事項をご記入（押印）の上、添付書
類とともに、同封の返信用封筒でご返送又は窓口にご提出ください。
◇添付書類　支給対象者全員の本人確認書類（運転免許証、障害者手帳の写しなど）、振込口座確認書類
◇申請期間　９月５日（月）～12月５日（月）の平日午前９時～午後５時
◇支給時期　10月中旬から随時　◇申請場所　臨時福祉給付金申請窓口（市役所１階）
◇問合せ　社会福祉課（市役所内線559／直通☎25-2711）

臨時福祉給付金と障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の申請受付

■臨時福祉給付金
　消費税率の引き上げに伴う、所得の少ない方への
影響を緩和するための暫定的・臨時的な措置です。
◇支給対象
　平成28年１月１日時点で西脇市に住民登録があ
り、平成28年度分の市民税（均等割）が課税され
ていない方
※課税されている方の扶養となっている場合や生活
　保護の受給者は除きます。
◇支給額　支給対象者１人につき 3,000円

■障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）
　一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩
恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方の支援
が目的です。
◇支給対象
　左記臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成
28年５月分の障害基礎年金や遺族基礎年金等を受
給している方（高齢者向け給付金受給者は除きます）。
◇支給額　支給対象者１人につき 30,000円

　西脇市では、平成29年度から市立幼稚園８園を閉園して新たに１園を開園し、３～５歳児の教育
を行います。市内認可保育所は、すでに移行している２園に加えて６園が認定こども園へ移行し、０
～２歳児の保育、３～５歳児の教育と保育を行います。10月下旬に市立幼稚園、認定こども園の平
成29年度入園募集を行うに当たり、入園募集方法等について、以下のとおり説明会を開催します。

就学前教育・保育の説明会を開催します

託児サービスを実施（予約制）
◇対象　生後６ヵ月～小学校就学までのお子さん
◇申込方法　託児を希望される方は、「託児サー
ビス申込書」に記入し、FAX（23-8844）でお申
し込みください（申込書はホームページからダウ
ンロードできます）。
◇申込期日　９月21日（水）まで
■問合せ
　学校教育課（市役所内線526・527）
　こども福祉課（市役所内線223・375）

開　催　日 時　　間 会　　　場

10月２日（日） 15:00～16:30 市民会館中ホール

10月３日（月） 19:30～21:00 市民会館中ホール

10月４日（火） 19:30～21:00 生涯学習まちづくりセンター
マナビータホール

■就学前教育・保育の説明会の日時・場所

＊ご都合のよい会場へお越しください（事前申込み不要）


